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一
部
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

医薬品各条 

（略） 

 

医薬品各条 

（略） 

 

インフルエンザワクチン 

１ （略） 

２ 製法 

２．１ 原材料 

２．１．１ 

  別に定めるＡ型株及びＢ型株を用いる． 

２．１．２ （略） 

２．２ 原液 

２．２．１・２．２．２ （略） 

２．３ （略） 

３ 試験 

３．１ （略） 

３．２ 小分製品の試験 

  （略） 

３．２．１～３．２．９ （略） 

３．２．10 力価試験 

  （略） 

３．２．10．１ 一元放射免疫拡散試験 

   国際標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び国際参照抗インフルエ

ンザＨＡ抗血清（以下「参照抗血清」という．）を用いてヘム

アグルチニン（以下「ＨＡ」という．）の含量を測定する． 

３．２．10．１．１ 材料 

    検体，標準抗原及び本剤に含まれるそれぞれのウイルス株

に対応する特定量の参照抗血清を含むアガロースゲル（以下

「ＳＲＤプレート」という．）を用いる． 

インフルエンザワクチン 

１ （略） 

２ 製 法 

２．１ 原 材 料 

２．１．１ 

  別に定めるＡ型及びＢ型株を用いる． 

２．１．２ （略） 

２．２ 原 液 

２．２．１・２．２．２ （略） 

２．３ （略） 

３ 試 験 

３．１ （略） 

３．２ 小分製品の試験 

  （略） 

３．２．１～３．２．９ （略） 

３．２．10 力価試験 

  （略） 

３．２．10．１ 一元放射免疫拡散試験 

   標準抗原及び参照抗インフルエンザＨＡ抗血清を用いてヘム

アグルチニン（以下「ＨＡ」という．）の含量（相当値）を測

定する． 

 

３．２．10．１．１ 材料 

    検体，標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試

験用）（以下「標準抗原」という．）及び本剤に含まれるそ

れぞれのウイルス株に対応する特定量の参照抗インフルエン



 

 

 

３．２．10．１．２・３．２．10．１．３ （略） 

３．２．10．２ （略） 

３．２．11・３．２．12 （略） 

４ （略） 

５ その他 

（略） 

 

インフルエンザＨＡワクチン 

１ （略） 

２ 製法 

２．１ 原材料 

２．１．１ 

  別に定めるＡ型株及びＢ型株を用いる． 

２．１．２ （略） 

２．２ 原液 

２．２．１・２．２．２ （略） 

２．３ （略） 

３ 試験 

３．１ （略） 

３．２ 小分製品の試験 

  （略） 

３．２．１～３．２．６ （略） 

３．２．７ 力価試験 

  （略） 

３．２．７．１ 一元放射免疫拡散試験 

   国際標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び国際参照抗インフルエ

ンザＨＡ抗血清（以下「参照抗血清」という．）を用いてＨＡ

の含量を測定する． 

ザＨＡ抗血清を含むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプレー

ト」という．）を用いる． 

３．２．10．１．２・３．２．10．１．３ （略） 

３．２．10．２ （略） 

３．２．11・３．２．12 （略） 

４ （略） 

５ そ の 他 

（略） 

 

インフルエンザＨＡワクチン 

１ （略） 

２ 製 法 

２．１ 原 材 料 

２．１．１ 

  別に定めるＡ型及びＢ型株を用いる． 

２．１．２ （略） 

２．２ 原 液 

２．２．１・２．２．２ （略） 

２．３ （略） 

３ 試 験 

３．１ （略） 

３．２ 小分製品の試験 

  （略） 

３．２．１～３．２．６ （略） 

３．２．７ 力価試験 

  （略） 

３．２．７．１ 一元放射免疫拡散試験 

   標準抗原及び参照抗インフルエンザＨＡ抗血清を用いてＨＡ

の含量（相当値）を測定する． 

 

 



 

３．２．７．１．１ 材料 

    検体，標準抗原及び本剤に含まれるそれぞれのウイルス株

に対応する特定量の参照抗血清を含むアガロースゲル（以下

「ＳＲＤプレート」という．）を用いる．ただし，小分製品

を検体としたときにＨＡの含量を求めることができない場合

は，それぞれの株の原液を検体にすることができる． 

 

 

３．２．７．１．２・３．２．７．１．３ （略） 

３．２．７．２ （略） 

３．２．８～３．２．10 （略） 

４ （略） 

５ その他 

（略） 

 

高用量インフルエンザＨＡワクチン 

１ 本質及び性状  

本剤は，インフルエンザウイルス（以下「ウイルス」とい

う．）のヘムアグルチニン（以下「ＨＡ」という．）を含む無色

～乳白色の液剤である． 

２ 製法 

２．１ 原材料 

２．１．１ 製造用株 

承認されたＡ型株及びＢ型株を用いる． 

２．１．２ 発育鶏卵 

鶏卵を 10～12日間ふ卵したもの（以下「卵」という．）を用い

る． 

２．２ 原液 

２．２．１ ウイルス浮遊液 

製造用ウイルス株をそれぞれ別個に卵の尿膜腔
くう

内に接種して培

３．２．７．１．１ 材料 

    検体，標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試

験用）（以下「標準抗原」という．）及び本剤に含まれるそ

れぞれのウイルス株に対応する特定量の参照抗インフルエン

ザＨＡ抗血清を含むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプレー

ト」という．）を用いる．ただし，小分製品を検体としたと

きにＨＡの含量（相当値）を求めることができない場合は，

それぞれの株の原液を検体にすることができる． 

３．２．７．１．２・３．２．７．１．３ （略） 

３．２．７．２ （略） 

３．２．８～３．２．10 （略） 

４ （略） 

５ そ の 他 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

養し，ウイルスの増殖したとき尿膜腔
くう

液を採り，これをそれぞれ

の株のウイルス浮遊液とする． 

２．２．２ ウイルスの精製及び分画 

ウイルス浮遊液を適当な方法で処理してウイルスを精製濃縮す

る．さらに，適当な溶液でウイルスを分解及び不活化後，ＨＡ画

分浮遊液を採り，それぞれの株の原液とする． 

原液について，３．１の試験を行う． 

２．３ 最終バルク 

それぞれの株の原液を適当な緩衝剤を含む溶液等で希釈混合

し，最終バルクを作る．適当な保存剤及び安定剤を用いることが

できる． 

３ 試験 

３．１ 原液の試験 

３．１．１ 分画試験 

検体１mL を 10～60％しょ糖直線濃度勾配（11mL）の上に重層

し，４℃，108000ｇで 2.5 時間遠心する．遠心後，上層５mL を分

画する．検体及び当該遠心分画につき，液体クロマトグラフィー

により検体に対する遠心分画のＨＡ含量を求めるとき，50％を超

えなければならない． 

３．１．２ 無菌試験 

 一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき，適合しなけ

ればならない． 

３．１．３ エンドトキシン試験 

一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき，

原液中のエンドトキシン含量が 2000EU／mL以下でなければならな

い． 

３．２ 小分製品の試験 

３．２．１ たん白質含量試験 

一般試験法のたん白質定量法その他適当な方法により試験する

とき，1500µg／mL以下でなければならない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．２．２ ホルムアルデヒド含量試験 

液体クロマトグラフィーによりホルムアルデヒド含量を求める

とき，0.02ｗ／ｖ％以下でなければならない． 

３．２．３ 無菌試験 

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき，適合しなけ

ればならない． 

３．２．４ 力価試験 

一元放射免疫拡散試験を行う． 

３．２．４．１ 一元放射免疫拡散試験 

国際標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び国際参照抗インフルエ

ンザＨＡ抗血清（以下「参照抗血清」という．）を用いてＨＡ

の含量を測定する． 

３．２．４．１．１ 材料 

検体，標準抗原及び本剤に含まれるそれぞれのウイルス株

に対応する特定量の参照抗血清を含むアガロースゲル（以下

「ＳＲＤプレート」という．）を用いる． 

３．２．４．１．２ 試験 

検体及び標準抗原は，適当な界面活性剤により前処理を行

う． 

リン酸塩緩衝塩化ナトリウム液を用いて，検体及び標準抗

原についてそれぞれ適当な希釈列を作り，ＳＲＤプレート上

に調製されたウエルに適当な一定量ずつ分注し，18 時間以上

置く．次いで，乾燥させた後染色処理をし，染色された拡散

円の直径を調べる． 

３．２．４．１．３ 判定 

試験の成績を統計学的に処理して検体中のＨＡの含量（相

当値）を求めるとき，１株当たり 86µg／mL以上でなければな

らない． 

３．２．５ 不活化試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

卵６個を用い，１個当たり検体 0.2mL を尿膜腔
くう

内に注射して 32

～35℃で 48～72 時間培養した後，それぞれの卵の尿膜腔
くう

液を集

め，これを試料として再び同様に操作する． 

試料を注射した卵の尿膜腔
くう

液について赤血球凝集試験を行うと

き，いずれも陰性でなければならない．ただし，陽性の卵のある

場合には，その尿膜腔
くう

液を等量ずつ混合し，その 0.2mL ずつを新

たな卵の尿膜腔
くう

内に注射して 32～35℃で 48～72 時間培養した

後，その尿膜腔
くう

液について赤血球凝集試験を行うとき，いずれも

陰性でなければならない． 

３．２．６ エンドトキシン試験 

一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき，

135EU／mL以下でなければならない． 

３．２．７ 表示確認試験 

一元放射免疫拡散試験法によって行う． 

 

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン 

（略） 

 

細胞培養インフルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１株） 

１ （略） 

２ 製法 

２．１ 原材料 

２．１．１～２．１．３ （略） 

２．２ 原液 

２．２．１～２．２．３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン 

（略） 

 

細胞培養インフルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１株） 

１ （略） 

２ 製 法 

２．１ 原 材 料 

２．１．１～２．１．３ （略） 

２．２ 原 液 

２．２．１～２．２．３ （略） 



 

２．３ （略） 

３ 試験 

３．１・３．２ （略） 

３．３ 原液の試験 

３．３．１・３．３．２ （略） 

３．３．３ 力価試験 

（略） 

３．３．３．１ 一元放射免疫拡散試験 

国際標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び国際参照抗インフルエ

ンザＨＡ抗血清（以下「参照抗血清」という．）を用いてヘム

アグルチニン（以下「ＨＡ」という．）の含量を測定する． 

３．３．３．１．１ 材料 

検体，標準抗原及び本剤に含まれるウイルス株に対応する

特定量の参照抗血清を含むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプ

レート」という．）を用いる． 

 

 

３．３．３．１．２・３．３．３．１．３ （略） 

３．３．３．２ ＨＡ含量試験 

一元放射免疫拡散試験法の標準抗原又は参照抗血清が利用で

きない場合に行う． 

３．３．３．２．１・３．３．３．２．２ （略） 

３．３．４ （略） 

３．４・３．５ （略） 

４ （略） 

 

沈降インフルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１株） 

１ （略） 

２ 製法 

２．１ 原材料 

２．３ （略） 

３ 試験 

３．１・３．２ （略） 

３．３ 原液の試験 

３．３．１・３．３．２ （略） 

３．３．３ 力価試験 

（略） 

３．３．３．１ 一元放射免疫拡散試験 

標準抗原及び参照抗インフルエンザＨＡ抗血清を用いてＨＡ

含量を測定する． 

 

 

３．３．３．１．１ 材料 

検体，標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試

験用）（以下「標準抗原」という．）及び本剤に含まれるウ

イルス株に対応する特定量の参照抗インフルエンザＨＡ抗血

清を含むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプレート」という．

）を用いる． 

３．３．３．１．２・３．３．３．１．３ （略） 

３．３．３．２ ＨＡ含量試験 

一元放射免疫拡散試験法の標準抗原又は参照インフルエンザ

ＨＡ抗血清が利用できない場合に行う． 

３．３．３．２．１・３．３．３．２．２ （略） 

３．３．４ （略） 

３．４・３．５ （略） 

４ （略） 

 

沈降インフルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１株） 

１ （略） 

２ 製 法 

２．１ 原 材 料 



 

２．１．１・２．１．２ （略） 

２．２ 原液 

２．２．１～２．２．３ （略） 

２．３ （略） 

３ 試験 

３．１ （略） 

３．２ 原液の試験 

３．２．１ （略） 

３．２．２ 力価試験 

  （略） 

３．２．２．１ 一元放射免疫拡散試験 

国際標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び国際参照抗インフルエ

ンザＨＡ抗血清（以下「参照抗血清」という．）を用いてＨＡ

の含量を測定する． 

３．２．２．１．１ 材料 

検体，標準抗原及び本剤に含まれるウイルス株に対応する

特定量の参照抗血清を含むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプ

レート」という．）を用いる． 

 

３．２．２．１．２・３．２．２．１．３ （略） 

３．２．２．２ ＨＡ含量試験 

  一元放射免疫拡散試験法の標準抗原又は参照抗血清が利用で

きない場合に行う． 

３．２．２．２．１・３．２．２．２．２ （略） 

３．２．３～３．２．５ （略） 

３．３ （略） 

４ （略） 

 

沈降細胞培養インフルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１株） 

１ （略） 

２．１．１・２．１．２ （略） 

２．２ 原 液 

２．２．１～２．２．３ （略） 

２．３ （略） 

３ 試 験 

３．１ （略） 

３．２ 原液の試験 

３．２．１ （略） 

３．２．２ 力価試験 

  （略） 

３．２．２．１ 一元放射免疫拡散試験 

標準抗原及び参照抗インフルエンザＨＡ抗血清を用いてＨＡの

含量（相当値）を測定する． 

 

 

３．２．２．１．１ 材料 

検体，標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び本剤に含まれるウイルス

株に対応する特定量の参照抗インフルエンザＨＡ抗血清を含むア

ガロースゲル（以下「ＳＲＤプレート」という．）を用いる． 

３．２．２．１．２・３．２．２．１．３ （略） 

３．２．２．２ ＨＡ含量試験 

  一元放射免疫拡散試験法の標準抗原又は参照抗インフルエン

ザＨＡ抗血清が利用できない場合に行う． 

３．２．２．２．１・３．２．２．２．２ （略） 

３．２．３～３．２．５ （略） 

３．３ （略） 

４ （略） 

 

沈降細胞培養インフルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１株） 

１ （略） 



 

２ 製法 

２．１ 原材料 

２．１．１～２．１．３ （略） 

２．２ 原液 

２．２．１～２．２．３ （略） 

２．３ （略） 

３ 試験 

３．１・３．２ （略） 

３．３ 原液の試験 

３．３．１ （略） 

３．３．２ 力価試験 

（略） 

３．３．２．１ 一元放射免疫拡散試験 

国際標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び国際参照抗インフルエ

ンザＨＡ抗血清（以下「参照抗血清」という．）を用いてヘム

アグルチニン（以下「ＨＡ」という．）の含量を測定する． 

３．３．２．１．１ 材料 

検体，標準抗原及び本剤に含まれるウイルス株に対応する

特定量の参照抗血清を含むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプ

レート」という．）を用いる． 

 

 

３．３．２．１．２・３．３．２．１．３ （略） 

３．３．２．２ ＨＡ含量試験 

一元放射免疫拡散試験法の標準抗原又は参照抗血清が利用で

きない場合に行う． 

３．３．２．２．１・３．３．２．２．２ （略） 

３．３．３～３．３．６ （略） 

３．４ （略） 

４ （略） 

２ 製 法 

２．１ 原 材 料 

２．１．１～２．１．３ （略） 

２．２ 原 液 

２．２．１～２．２．３ （略） 

２．３ （略） 

３ 試 験 

３．１・３．２ （略） 

３．３ 原液の試験 

３．３．１ （略） 

３．３．２ 力価試験 

（略） 

３．３．２．１ 一元放射免疫拡散試験 

標準抗原及び参照抗インフルエンザＨＡ抗血清を用いてＨＡの

含量（相当値）を測定する． 

 

 

３．３．２．１．１ 材料 

検体，標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び本剤に含まれるウイル

ス株に対応する特定量の参照抗インフルエンザＨＡ抗血清を含

むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプレート」という．）を用い

る． 

３．３．２．１．２・３．３．２．１．３ （略） 

３．３．２．２ ＨＡ含量試験 

一元放射免疫拡散試験法の標準抗原又は参照インフルエンザ

ＨＡ抗血清が利用できない場合に行う． 

３．３．２．２．１・３．３．２．２．２ （略） 

３．３．３～３．３．６ （略） 

３．４ （略） 

４ （略） 



 

 

乳濁細胞培養インフルエンザＨＡワクチン（Ｈ５Ｎ１株） 

１ （略） 

２ 製法 

２．１ 抗原製剤 

２．１．１ 原材料 

２．１．１．１～２．１．１．３ （略） 

２．１．２ 原液 

２．１．２．１～２．１．２．３ （略） 

２．１．３ （略） 

２．２ （略） 

３ 試験 

３．１・３．２ （略） 

３．３ 原液の試験 

３．３．１・３．３．２ （略） 

３．３．３ 力価試験 

（略） 

３．３．３．１ 一元放射免疫拡散試験 

国際標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験

用）（以下「標準抗原」という．）及び国際参照抗インフルエ

ンザＨＡ抗血清（以下「参照抗血清」という．）を用いてＨＡ

の含量を測定する． 

３．３．３．１．１ 材料 

検体，標準抗原及び本剤に含まれるウイルス株に対応する

特定量の参照抗血清を含むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプ

レート」という．）を用いる． 

 

 

３．３．３．１．２・３．３．３．１．３ （略） 

３．３．３．２ ＨＡ含量試験 

一元放射免疫拡散試験法の標準抗原又は参照抗血清が利用で

 

乳濁細胞培養インフルエンザＨＡワクチン（Ｈ５Ｎ１株） 

１ （略） 

２ 製 法 

２．１ 抗原製剤 

２．１．１ 原 材 料 

２．１．１．１～２．１．１．３ （略） 

２．１．２ 原 液 

２．１．２．１～２．１．２．３ （略） 

２．１．３ （略） 

２．２ （略） 

３ 試 験 

３．１・３．２ （略） 

３．３ 原液の試験 

３．３．１・３．３．２ （略） 

３．３．３ 力価試験 

（略） 

３．３．３．１ 一元放射免疫拡散試験 

標準抗原及び参照抗インフルエンザＨＡ抗血清を用いてＨＡ

の含量（相当値）を測定する． 

 

 

３．３．３．１．１ 材料 

検体，標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試

験用）（以下「標準抗原」という．）及び本剤に含まれるウ

イルス株に対応する特定量の参照抗インフルエンザＨＡ抗血

清を含むアガロースゲル（以下「ＳＲＤプレート」とい

う．）を用いる． 

３．３．３．１．２・３．３．３．１．３ （略） 

３．３．３．２ ＨＡ含量試験 

一元放射免疫拡散試験法の標準抗原又は参照インフルエンザ



 

きない場合に行う． 

３．３．３．２．１・３．３．３．２．２ （略） 

３．３．４ （略） 

３．４ （略） 

４ （略） 

 

（略） 

 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射） 

１ （略） 

２ （略） 

２．１・２．２ （略） 

２．３ 最終バルク及び小分 

原画分に適当な安定剤，等張化剤等を含む液を加えて最終バル

クを作り，分注する．この際，免疫グロブリンＧの濃度が 10～20

ｗ／ｖ％になるようにする． 

３ 小分製品の試験 

（削る） 

３．１～３．６ （略） 

４ その他 

４．１ （略） 

 

ＨＡ抗血清が利用できない場合に行う． 

３．３．３．２．１・３．３．３．２．２ （略） 

３．３．４ （略） 

３．４ （略） 

４ （略） 

 

（略） 

 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射） 

１ （略） 

２ （略） 

２．１・２．２ （略） 

２．３ 最終バルク及び小分 

原画分に適当な安定剤，等張化剤等を含む液を加えて最終バル

クを作り，分注する．この際，免疫グロブリンＧの濃度が 20ｗ／

ｖ％になるようにする． 

３ 小分製品の試験 

小分製品について、次の試験を行う． 

３．１～３．６ （略） 

４ そ の 他 

４．１ （略） 

 

（略） 

 

一般試験法 

 

（略） 

 

Ｂ 標準品，参照品，試験毒素及び単位 

（略） 

１ 国際標準品及び国際参照品 

（略） 

 

一般試験法 

 

（略） 

 

Ｂ 標準品，参照品，試験毒素及び単位 

（略） 

（新設） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１ 抗原 

 国際標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験用） 

   本剤は，特定の株の不活化インフルエンザＨＡ抗原をそれぞ

れ特定の濃度に含む乾燥製剤である． 

１．２ 抗体 

国際参照抗インフルエンザＨＡ抗血清 

   本剤は，特定の株の不活化インフルエンザＨＡ抗原に対する

ウサギ，モルモット又はヒツジ抗血清である． 

２ 国内標準品及び国内参照品 

２．１ 抗原 

 （略） 

マウス白血球数減少試験用参照インフルエンザワクチン 

   （略） 

（削る） 

 

 

参照インフルエンザＨＡワクチン（卵中和試験用） 

   （略） 

 （略） 

２．２ 抗体 

（削る） 

 

 

標準ガスえそ抗毒素（Clostridium perfringens Type Ａ） 

   （略） 

（略） 

２．３ 核酸 

（略） 

２．４ その他 

（略） 

３・４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国内標準品及び国内参照品 

１．１ 抗 原 

 （略） 

マウス白血球数減少試験用参照インフルエンザワクチン 

   （略） 

標準インフルエンザＨＡ抗原（一元放射免疫拡散試験用） 

   本剤は，特定の株の不活化インフルエンザＨＡ抗原をそれぞ

れ特定の濃度に含む乾燥製剤である． 

参照インフルエンザＨＡワクチン（卵中和試験用） 

   （略） 

 （略） 

１．２ 抗 体 

参照抗インフルエンザＨＡ抗血清 

   本剤は，特定の株の不活性インフルエンザＨＡ抗原に対する

ウサギ，モルモット又はヒツジ抗血清である． 

標準ガスえそ抗毒素（Clostridium perfringens Type Ａ） 

   （略） 

（略） 

１．３ 核 酸 

（略） 

１．４ そ の 他 

（略） 

２・３ （略） 


